
公認指導者資格の更新制度について

全柔連公認指導者資格は更新制度を通じて指導者が常に学び続ける機会を提供することに特徴があ

ります。A、 B、 C指導員資格の保有者は任期が切れる前に指定条件を満たすことで資格を更新でき

ます。

更新方法は資格取得時期と更新回数によつて 2通 りのシステムが用意されています。

H25年度認定者 (移行措置で取得 した人 )

H26年度認定者 (H26年度 C養成講習を受講 した人 )

(H26年 中に案内済)

A指導員 IB指導員 C指導員

認定方法と時期
移行措置をへて H25年度に認定 C指導員養成講習会の受講に

よりH26年度に認定

初回更新期限

(初 回有効期間)

H28年度末

(4年間)

H27年度末

(2年間)

H27年度末

(2年間)

初回更新方法

更新講習会を期限内に 1回受講すること

・ 更新講習会は各都道府県が定め、全柔連に報告したもので複数開催す

る場合もあります

O H26年 度以降の C指導員養成議習会 (4時間以上受講すること)

● 都道府県連盟 (協会)力 定ヽめる「柔道指導法」を含む 4時間以

上の講習/研修会

● H2●26年度に都道府県連盟 (協会)から告知された更新講習

会

0 いわゆる審判講習会や形講習会は対象外 (講習の一部として含

むのは可)

0 講習料は都道府県連盟 (協会)力 定`める

2回 日以降の更新

方法と有効期間

について

「H27年度以降の認定者」と同じ方法になります

C指導員の任期は新制度が適用され有効期間が 4年間になります



A指導員 B指導員 C指導員 準指導員

有効期間 4年間
* 2年間

*

更新ポイン ト 10ポイント 6ポイント 2ポイント

更
新
講
習
会

指
導
員
養
成
講
習
会

A ○ × × ×

B ○ ○ × ×

C ○ ○ 〇 ○

×印の養成講習会では更新ポイント取得不可

検定試験や課題レポー トは不要(講義のみ)

そ
の
他

指導者を対象にした講習/研修/講演等で全柔連、地区、都道府県連盟 (協会)

が指定したものを「更新講習会Jと する

1)上 記の指導員養成講習会以外の更新講習会は全指導者資格共通

" 
他団体による指導者講習会 (例 :教育委員会、講道館等)で受講状況の

管理ができるものは指定可能

D 柔道を直接扱つていなくても指導力向上に有益なスポーツ科学や指導倫

理に関する講習は広く指定可能 (例 :スポーツ選手の栄養講座、救急救

命法等)

0 1回 の講義 (実技/指導実習/講演等を含む)は 60分以上

更新方法

更新講習会への参カロにより「更新ポイン ト」を獲得 し、有効期間中にその合

計が指定のポイン ト数に達することが更新条件となる

講義 1回(60分以上)=1ポイント

1)例 :更新講習会で講義 (60分)と 実技 (120分)を受講した場合、それ

ぞれ 1ポイン トずつを付与

2)い わゆる審判講習会と形講習会は、時間数に関係なく 1講習会 1ポイン

トとし、1有効期間中にそれぞれ 1ポイン トのみ付与 (例 えば審判講習

会を有効期間中何回受講 しても 1ポイン ト)

31 更新講習会の 1講義として審判湛

41 更新講習会の講師は担当講義数メ

更新講習会の受講記録については受 :

(更新記録カー ド等を利用)

講習費用 講習料は主催する連盟/協会が決定

H27年度以降の認定者 (H26年度以降に養成講習を受講 した人)

H27年度以前の認定者の 2回 日以降の更新

*年度途中に認定を受けた場合は、認定日からその年度末までの期間が有効期間に追加され

ます。


